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発行 士幌町農業委員会 

◆ 農業委員会会長挨拶 

◆ 士幌町農業委員の募集について 

◆ 農業者年金に加入しませんか 

◆ 令和７年賃借料情報 

◆ 農地所有適格法人報告書の提出のお願い 

◆ 農地転用は許可が必要です 

農地法による許可申請受付 

締切は毎月２５日前後です！ 
 

詳しくは、農業委員会事務局へ 

お問い合わせください 

農地中間管理事業の賃料の 

支払方法にご注意を！！ 

令和 7 年 4 月 1 日以降の農地

バンクを経由した契約について

は、中間管理機構から請求が来ま

すので、借り手と貸し手同士で、

直接の受け渡しや振込を行わな

いよう、ご注意ください。 
令和 7 年 4 月 1 日以前の契約

は、農業委員会から通知します。 
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厳
し
い
寒
さ
も
緩
み
、
日
ご
と
春
の
訪

れ
を
感
じ
る
今
日
こ
の
頃
、
農
業
委
員
会

だ
よ
り
の
発
行
に
あ
た
り
一
言
ご
挨
拶
申

し
上
げ
ま
す
。 

朝
晩
の
冷
え
込
み
も
日
ご
と
緩
み
、
本

年
も
い
よ
い
よ
春
耕
期
を
間
近
に
迎
え
る

頃
と
な
り
ま
し
た
。 

令
和
５
年
７
月
、
二
期
目
の
会
長
に
就

任
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
早
く
も
残
す
と
こ

ろ
三
ヶ
月
と
な
り
ま
し
た
。
無
事
に
任
期

を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
も
皆
様
の

農
業
委
員
会
業
務
に
対
す
る
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
お
か
げ
で
す
。

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
も
５
類

と
な
り
な
り
ま
し
た
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
と
併
せ
、
現
在
も
多
く
の
人
は
感
染
し

て
い
る
状
況
に
あ
り
、
今
後
も
感
染
予
防

等
の
徹
底
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

日
々
の
生
活
が
戻
り
、
日
本
の
観
光
産

業
や
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
も
コ
ロ
ナ
前

に
戻
り
ま
し
た
が
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
イ
ス
ラ

エ
ル
、
イ
ラ
ン
へ
の
攻
撃
な
ど
世
界
情
勢
は

一
段
と
不
安
定
さ
を
増
し
緊
張
を
は
ら
む
状
況

に
あ
り
、
以
前
と
し
て
原
油
の
高
騰
、
飼
料

や
肥
料
の
高
止
ま
り
が
続
き
農
業
者
も
不

安
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
続
い
て

い
ま
す
。 

 
そ
の
よ
う
な
中
、
昨
年
は
天
候
に
も
恵

ま
れ
士
幌
町
農
業
協
同
組
合
農
協
の
取
扱

高
が
１
０
年
連
続
４
０
０
億
円
突
破
す
る

な
ど
明
る
い
話
題
も
あ
り
ま
し
た
。 

農
地
行
政
に
つ
い
て
は
、
令
和
７
年
４

月
よ
り
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
」

が
始
動
し
農
地
の
売
買
、
貸
借
に
つ
い
て

北
海
道
農
業
公
社
（
農
地
バ
ン
ク
）
経
由

す
る
形
と
な
り
１
年
が
経
過
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
今
後
と
も
私
た
ち
農
業
委
員

は
士
幌
町
の
農
業
者
の
皆
様
の
不
利
益
に

な
ら
ぬ
よ
う
制
度
の
説
明
、
事
務
の
円
滑

化
、
効
率
化
を
進
め
て
参
り
ま
す
。 

そ
の
他
活
動
と
し
て
は
、
主
た
る
業
務

で
あ
る
、「
担
い
手
へ
の
農
地
等
の
利
用
集

積
・
集
約
化
」
、
「
遊
休
農
地
に
関
す
る
措

置
」
、
「
新
た
な
農
業
経
営
を
営
も
う
と
す

る
者
へ
の
参
入
促
進
」
な
ど
農
地
の
保
全

や
次
世
代
を
担
う
農
業
者
の
確
保
な
ど
に

努
め
て
参
り
ま
す
。 

 
 

 

今
後
と
も
、
委
員
十
四
名
、
事
務
局
が

一
丸
と
な
り
士
幌
町
の
農
業
の
発
展
の
た

め
残
さ
れ
た
任
期
を
尽
力
し
て
参
り
ま
す

の
で
こ
れ
ま
で
同
様
、
お
力
添
え
を
賜
り

ま
す
よ
う
、
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
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  士幌町農業委員会委員（以下、農業委員）を次のとおり募集します。農業委員の選出に

あたっては、あらかじめ地域の農業者や農業団体等から推薦していただくと同時に、農業

者にこだわらず広く一般に公募することとなっています。 

○推薦要件等の詳しい情報は、二次元コードから確認してください                      

 

 

士幌町農業委員の募集について 
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農業委員会では、農地の賃貸借取引の目安となる賃借料の情報提供を行っていま

す。令和７年１月から令和７年１２月までに締結(告示)された賃貸借における賃借料

水準（10ａ当たり）は、以下のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１「データ数」は、集計に用いた件数です。 

＊２「平均額」は、算出結果を四捨五入し 100 円単位としています。 

 

農地法第 6 条第 1 項の規定により、農地所有適格法人は毎年、事業の内容・構成員・

役員の状況等の報告が義務づけられています。農業委員会から送付した報告書の内容を

確認し、提出してください。 

★提出期限：各法人の毎事業年度終了後３ヶ月以内 

★提 出 先：農業委員会事務局 

★添付書類：定款、社員名簿の写し（事務局でコピーします。） 

農地転用は許可が必要です！-まずは農業委員会に相談- 

◆農地転用に関する法律 

 農地の転用に関する法律には、農地法（農業委員会対応）と農振法（産業振興課対応）の２つの法律

があり、それぞれに申請し、許可を受ける必要があります。ここでは農地法について説明します。 

◆農地転用ってなに？ 

 農地に農家住宅や農業施設(牛舎・格納庫等)を建設したり砂利を採取するなど、農地を農地以外の用

途に使うことを「農地転用」といい、実施前に農業委員会の許可が必要となります。 

◆許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら？ 

許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画 

どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり工事の中止 

や原状回復等命令される場合があります。(農地法第 51条) 

また、罰則の適用があります。 

 ※農地法第 64条：個人の場合、３年以下の懲役又は 300万円以下の罰金 

  農地法第 67条：法人の場合、１億円以下の罰金 

◆農地を転用できない施設とは？ 

 農地法では、農業に資する施設[後継者住宅、農業用施設 

（格納庫、牛舎、堆肥場等）]以外転用をすることができません。 

 

地域 平均額 最高額 最低額 データ数 

町内 

全域 
7,500円 12,000 円 3,000円 391 

 

 

農業・農政の総合専門誌 

全国農業新聞 
を読みませんか！ 

〇発行日 毎週金曜日 

〇購読料  ９００円 

※お申し込みはお近くの農

業委員又は農業委員会

事務局へ 

発行所：全国農業会議所 
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